
 

 

議案第１９０号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２６年１１月２６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１～５１の２ ［略］ 

５１の３ ［略］ 

５１の４ 法第１２条第７

項に規定する台帳の記載

事項を証する書面の交付 

１通につき ４０

０円 

５１の５ ［略］ 

５２～５９ ［略］ 

６０ ［略］ 

６０の２ マンションの建

替え等の円滑化に関する

法律（平成１４年法律第

７８号）第１０５条の規

定による容積率の特例の

許可の申請に対する審査 

１件につき １６

０，０００円 

６１～７２ ［略］ 
 

事務の種類 手数料の額 

１～５１の２ ［略］ 

５１の３ ［略］ 

５１の４ ［略］ 

５２～５９ ［略］ 

６０ ［略］ 

６１～７２ ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

   附 則 

この条例中別表第６０項の次に１項を加える改正は平成２６年１２月２４日から、



 

 

その他の改正は平成２７年４月１日から施行する。 


